
 

 
 

（レンタカーの確認等） 
第 27 条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引

き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 

2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認  するも

のとします。 

3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又  は同乗

者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責

を負わないものとします。 
 
（レンタカーの返還時期等） 
第 28 条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 

2. 借受人が第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸

渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額

を支払うものとします。 

3. 借受人は、第 8 条 1 項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した

後に変換したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。 

特別延長料金＝超過時間数×超過料金単価×300％ 
 
（レンタカー返還場所等） 
第 29 条 レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものと 

します。ただし、第 8 条第 1 頃により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返

還するものとします。 
2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費   用を負

担するものとします。 

3. 借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 項により明示した

返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支

払うものとします。 

返還場所変更手数料＝返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300％ 
 
（燃料が満タンでない場合の支払い） 
第 30 条 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定

める料金に従い燃料代を支払うものとします。 
 
（レンタカーが返還されない場合の処置） 
第 31 条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても第 29 条第 1 項の返

還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の

所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。 
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